
業務及び財産の状況に関する説明書類

第１５期 令和４年７月１日から令和５年６月３０日まで

令和５年８月２９日作成 (公衆縦覧の開始日)
監査法人名 監査法人 や ま ぶ き

所在地 京都市山科区川田土仏７番地３６

代表者     西 岡   朋  晃

一． 業務の概況

１．監査法人の目的及び沿革

（１）監査法人の目的

    定款に記載した当法人の目的は次の通りです。

① 財務書類の監査又は証明の業務

② 財務書類の調製、財務に関する調査若しくは立案又は財務に関する相談の業務

（２）沿革

平成２１年６月１１日 設立

平成２３年３月２２日 東京事務所設置

平成２７年７月１１日 大阪事務所設置

  ２．無限責任監査法人又は有限責任監査法人の別

     無限責任監査法人

  ３．業務の内容

   （１）業務概要

                監査法人の目的に記載の通り、財務書類の監査・証明業務の他、財務書類の調製、財務に関する調

査若しくは立案又は財務に関する相談の業務を実施しております。

         （２）新たに開始した業務その他の重要な事項

            該当事項ありません。

         （３）監査証明業務の状況

※令和５年６月３０日現在   

種別
被監査会社等の数

総数 内大会社等の数

① 金商法・会社法監査 ８  社 ８  社

② 金商法監査 ０   ０   

③ 会社法監査 １０   ０  

④ 学校法人監査 ３   ０   



⑤ 労働組合監査 ０   ０   

⑥ その他の法定監査 ６   ０   

⑦ その他の任意監査 ２３   ０   

計 ５０ ８   

         （４）非監査証明業務の状況

            ※令和４年７月１日から令和５年６月３０日までの契約先   

区分
業務実施会社の数

総  数 内大会社等の数

コンサルティング業務 ０ ０  社

財務に関する調査業務 ０   ０   

その他業務 １３ ０   

計 １３   ０   

  ４．業務管理体制の整備及び業務の運営の状況

   （１）業務の執行の適正を確保するための措置

      当法人は「我が国経済のさらなる成長・発展に貢献する」ことを経営の基本方針としております。

この経営方針の下、社員会規程、職務分掌規程及び品質管理規程を整備・運用することにより、経営

管理及び法令遵守に関する措置を含む業務の執行について、適正を確保にするように努めております。

   （２）業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措置

      当法人は、すべての監査業務において監査業務の質が優先されるという考え方を運営方針において

も適用することが重要であるということを認識し、品質管理に関する方針及び手続を定めております。

品質管理に関する方針及び手続の実施にあたっては、社員会で選任された品質管理担当が、品質管

理のシステムの整備及び運用に関する責任を負っております。社員会の代表者が、当法人の品質管理

のシステムに関する最終的な責任を負っております。また、業務執行社員は、実施する監査業務の全

体的な質を合理的に確保するため、当法人が定める品質管理のシステムに準拠して監査を実施する責

任を負い、すべての補助者に対して、監査業務の質を重視する姿勢及び行動を示しております。

具体的には、以下の項目を特に重要視して品質管理規程に定め、周知徹底に努めております。

① 独立性の保持のための方針の策定

（職業倫理）

当法人及び監査実施者が監査業務に関係する職業倫理に関する規定を遵守することを合理的に

確保するために、日本公認会計士協会倫理規則第２条に基づき、誠実性、客観性、職業的専門家と

しての能力及び正当な注意、守秘義務、職業的専門家としての行動に関して、職業倫理の遵守に関

する方針及び手続を定めております。また、業務執行社員は、当監査法人の定める職業倫理の遵守

に関する方針及び手続を遵守するとともに補助者がこれを遵守していることを確かめております。

（独立性）

当法人及び監査実施者が倫理規則等で定める独立性の規定を遵守することを合理的に確保する

ために、独立性の保持のための方針及び手続を定め、研修及び調査、業務執行社員のローテーショ

ン等を行っております。業務執行社員は、当監査法人の定める独立性の保持のための方針及び手続

を遵守するとともに、補助者がこれを遵守していることを確かめております。



       

② 監査契約の新規締結及び更新

監査業務の質を合理的に確保するため、監査契約の新規の締結及び更新の判断に関する方針及び

手続を定めております。関与先の誠実性の他、当法人の規模及び組織、当該監査業務に適した能力

及び経験を有する監査実施者の確保の状況、当法人が倫理規則等を遵守することができるかどうか

検討し、契約の可否を原則として社員会で決定しております。

③ 専門要員の採用、教育・訓練、評価及び選任に関する事項

監査業務の質を合理的に確保するために必要とされる適性、能力及び経験並びに求められる職業

倫理を備えた専門要員を十分に確保するために、専門要員の採用、評価及び選任等は、社員会で決

定することとしております。

また、継続的な職業的専門家としての能力開発を適切に行うため、積極的な研修参加を求め、す

べての監査実施者が、公認会計士法及び日本公認会計士協会会則等に基づき必要とされる CPD履

修単位を修得していることを確認しております。

④ 業務の実施

（監査業務の実施）

当監査法人は、監査業務の質を合理的に確保するために、日本公認会計士協会から公表され

た監査基準報告書、監査・保証実務委員会等の委員会報告や実務指針に準拠し、研究報告等を

参考として、監査業務の実施に関する方針及び手続を定め、監査の実施、補助者への指示、監

督及び査閲の方法、監査調書としての記録及び保存の方法等を規定しております。

（専門的な見解の問合せ）

判断に困難が伴う重要な事項や見解が定まっておらず判断が難しい重要な事項に関する専門的

な見解の問合せについての方針及び手続を定めており、当監査法人内外の専門的な知識及び経験等

を有する者だけでなく、日本公認会計士協会の相談窓口や担当部署等に問合せることとしておりま

す。

（監査上の判断の相違の解決）

監査実施者間、専門的な見解の問合せの依頼者と助言者との間又は業務執行社員と監査業務に係

る審査担当者との間の監査上の判断の相違が生じた場合の方針及び手続を定めており、業務執行社

員は、報告された内容を検討し、監査上の判断の相違を解決するための適切な措置をとることとし

ております。

（監査証明業務に係る審査）

当監査法人は、監査業務に係る審査の実施に関する方針及び手続を定めており、社員会で選

任された審査担当者によりすべての監査業務について監査計画並びに監査意見形成のための

監査業務に係る審査を行うこととしております。

また、当監査法人は、審査が完了するまで監査報告書を発行しない方針であり、業務執行社

員は、審査完了前に監査報告書に署名してはならないこととしております。



⑤ 品質管理システムの監視

品質管理のシステムに関するそれぞれの方針及び手続が適切かつ十分であるとともに、有効

に運用され、かつ遵守されていることを合理的に確保するために、品質管理のシステムの監視

に関する方針及び手続を定め、日常的監視及び定期的な検証を実施しております。

   （３）公認会計士である社員以外の者が公認会計士である社員の監査証明業務の執行に不当な影響を及ぼ

すことを排除するための措置

当法人では、公認会計士である社員以外の者に対し、当法人規程の遵守、独立性の確保等に

関し、契約を取り交わしております。

（４）直近において公認会計士法第４６条の９の２第１項の規定による協会の調査

（品質管理レビュー）を受けた年月

令和３年８月

   （５）業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措置が適正であることの確認

当法人代表社員西岡朋晃が、当法人の第 15 期の業務の品質の管理の方針の策定及びその実

施に関する措置が適正であることを確認しております。

  ５．他の公認会計士（大会社等の財務書類について監査証明業務を行ったものに限る。）又は監査法人との

業務上の提携に関する事項

該当ありません。

  ６．外国監査事務所等（外国の法令に準拠し、外国において、他人の求めに応じて報酬を得て財務書類の監

査又は証明をすることを業とする者）との業務上の提携に関する事項

該当ありません。

二． 社員の概況

１．社員の数

公認会計士 特定社員 合計

６人 ０人 ６人

２．重要な事項に関する意思決定を行う合議体の構成

合議体の名称 合議体の目的
合議体の構成

公認会計士 特定社員 計

社員会
経営に関する

意思の決定
６人 ０人 ６人



三． 事務所の概況

名称 所在地

当該事務所に勤務する者の数

社員 公認会計士

である使用

人の数
公認会計士 特定社員 計

（主）

監査法人

やまぶき

京都市山科区

川田土仏７番

地３６

２人 ０人 ２人 １７人

（従）

監査法人

やまぶき

東京事務所

東京都港区西

新橋 1丁目 4番
14号物産ビル

2階

３ ０ ３ ７

（従）

監査法人や

まぶき大阪

事務所

大阪市中央区

瓦町 2丁目 5番
8号瓦町スクエ

アビル 2階

１ ０ １   ２

四． 監査法人の組織の概要

社員総会

検証担当

（品質管理

部が兼務）

社員会

代表社員

品質管理部
審査

担当

総務経理

担当

情報セキュ

リティ担当
渉外担当

業務開発

担当

研修担当



五． 財産の概況

  １．売上高の総額

                                 （単位：千円）

第１４年度

令和３年７月１日～

令和４年６月３０日

第１５年度

令和４年７月１日～

令和５年６月３０日

売上高

監査証明業務

非監査証明業務

２１１，７４７

２２，０２２

３０４，０４６

７，１６０

合計 ２３３，７７０    ３１１，２０７

六． 被監査会社等（大会社に限る）の名称

株式会社アクアライン

株式会社シーズメン

JMACS株式会社

株式会社関門海

エコナック・ホールディングス株式会社

株式会社くろがね工作所

株式会社メタプラネット

   AppBank株式会社


